
滋賀県消防協会の支部の設置に関する要綱（準則） 

 

（名 称） 

第１条 この組織の名称は、滋賀県消防協会○○支部(以下｢本支部｣という。)と称する。 

 

（事務局） 

第２条 本支部の事務局は、○○市消防本部（○○課）内におく。 

 

（目 的） 

第３条 本支部は、公益財団法人滋賀県消防協会との連携を図り、その事業の推進に協力

するとともに、会員相互の連携を図り、民主的かつ自治的消防の発展と理解に努め、郷

土愛護の消防精神に支えられた消防防災力の充実強化をもって、火災や災害における地

域住民の身体・生命・財産の保護に努めるなど、消防使命の達成を助長し、公共福祉の

増進に寄与し、地域社会の健全な発展に資することを目的とする。 

 

（事業等） 

第４条 本支部は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 

（１）消防に関する調査研究、指導、講習及び訓練 

（２）消防団及び消防団員並びに消防功労者の表彰 

（３）消防防災思想の普及啓発 

（４）管内消防団相互の連絡調整 

（５）公益財団法人滋賀県消防協会及び管内消防団体等との事業協力 

（６）消防職・団員の福祉厚生 

（６）その他本支部の目的を達成するために必要な事業 

 

（会 員） 

第５条 本支部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）○○市長、△△市長及び××町長 

（２）○○市消防本部及び消防署の職員 

（３）○○市、△△市及び××町（以下「管内」という。）の消防担当職員 

（４）管内の消防団員 

（５）○○○○ 

２ 前項に規定するもののほか、本支部の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個

人または団体及び有識経験者並びに本支部のため永年にわたり功労のあった者を会員

とすることができる。 

 

（役 員） 

第６条 本支部に次の役員を置く。 

（１）支 部 長    １名 

 



（２）副支部長          名 

（３）顧  問     名 

（４）参  事     名 

（３）理  事     名以内 

（４）監  事    ２名 

 

（役員の選任） 

第７条 役員の選任については，次のとおりとする。（本支部の役員は、会員の互選により

選任する。） 

（１）支部長及び副支部長は、管内市町長、○○○、及び消防団長が協議の上会員の中

から推薦した者とする。 

（支部長は、管内市町長及び消防団長が会員の中から推薦した者とする。） 

（支部長は、原則として市町長又は団長及び団長経験者とする。） 

（支部長は、理事会において理事の中から選任する。） 

（副支部長は、理事の中から選任する。） 

   （副支部長は、○○市長及び××市団長がこれにあたる。） 

（２）理事は、○○○○、○○署長、○○団長、…、…の職にある者をもってこれに充 

てる。 

（３）監事は、○○の職にある者と××の職にある者とする。 

（４）その他の役員は、理事会の承認を得て支部長が委嘱するものとする。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、2 年とし、再任は妨げない。任期が過ぎても後任者が就任するま

での間は、その職務を行う。 

２ 役員に欠員が生じたときは、（直ちに）後任の役員を選任しなければならない。この場 

合における役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員の報酬） 

第 9 条 役員の報酬については、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用

を弁償することができる。 

 

（役員の職務） 

第１０条 役員の職務は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）支部長は、本支部を代表し、支部の業務を掌理する。 

（２）副支部長は、支部長を補佐し，支部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（３）顧問は、本支部の運営に関し，会議に出席し、意見を述べることができる。 

（４）参与は、支部運営事項に関し、会議に出席し、意見を述べることができる。 

（５）理事は、本支部の予算その他本支部の運営に関する重要事項を審議する。 

（６）監事は、本支部の会計を監査する。 

 



（会 議） 

第１１条 会議は、総会及び理事会とし、支部長がこれを招集し、その会議の議長となる。 

（本支部の会議は、定例として毎年４月又は５月に開催するほか、必要の都度随時開催

することが出来るものとする。） 

２ 総会は、本支部役員をもって組織し、年１回以上これを開き，次の事項を決議するほ

か、必要に応じて随時会議を開催することができるものとする。 

（１）寄附行為の変更、規則の制定改廃 

（２）収支予算及び事業計画 

（３）事業報告及び収支決算 

（４）その他重要な事項 

３ 理事会は、必要に応じて随時開催することができるものとする。 

 

第１２条 会議は、構成員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 

２ 会議の議決は、出席者の過半数をもって行う。可否同数の場合は、議長が決定する。 

  

（事務局） 

第１２条 本支部の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員（以下「事務局職員」という。）を置く。 

３ 事務局職員は、別に定めるところにより支部長が委嘱する。 

４ 事務局長は、支部長の命を受け、支部の事務を統括処理する。 

５ 事務局に関する必要な事項は、支部長が別に定める。 

 

（会 計） 

第１３条 本支部の運営に要する費用については、次の収入をもってこれに充てる。 

（１）市（町）負担金 

（２）交付金、助成金及び寄付金 

（３）事業から生ずる収入 

（４）会費 

（５）その他の収入 

 

（会計年度） 

第１４条 本支部の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。 

 

（補 則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、本支部の運営に関し必要な事項は、支部長が別

に定める。  

 

  附 則 

 この要綱は、平成  年  月  日から施行する。 

 


